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令和５年  

２月１０日号 広  報 ～～～～～～～～～～～～ 
第33便 

参考サイト 

有線ＬＡＮと無線ＬＡＮの違い 
【有線ＬＡＮ】 

・端末とモデムなど（インターネットに 

つなぐ機械）をケーブルで直接接続する。 

・通信が安定している。 

【無線ＬＡＮ】 

・ケーブルを用意する必要がなく、電波の 

届く範囲で使用できる。 

・障害物、他の電波により通信速度が落ちる。 

町の商品券(令和４年12月配布)・助成券(令和４年11月配布)の 

はありませんか 

有効期限  令和５年２月28 日（火） 
※有効期限を過ぎてしまうと利用できなくなり

ますので、計画的な利用をお願いします。 

 

▼問い合わせ／舟形町まちづくり課商工支援係 

       ☎（32）0844 

灯油購入費助成券 

 有効期限  令和５年２月28 日（火） 

舟形町生活応援商品券 

 

 対象世帯に１世帯 7,500円の助成 

▼対象世帯／令和４年度町民税非課税世帯で、次のいずれかに該当する方 

       ①高齢者世帯（全員が 65歳以上の世帯） 

       ②障がい者のいる世帯 身体障がい者手帳１・２級所持者、精神福祉手帳１・２級所持者、 

                  療育手帳所持者、介護保険制度要介護３以上の方 

       ③ひとり親世帯（平成 16年４月２日以降に生まれた方と現在生活している一人親世帯） 

       ④歳末たすけあい募金支給世帯 

▼問い合わせ／舟形町健康福祉課福祉係 ☎（32）0655 

全町民に 10,000円 
新型コロナウイルス感染症対応 

 



                               

                               

                               

                               

                               

税
務
署
で
は
、
事
業
者
の
方
を
対

象
に
消
費
税
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
説

明
会
を
開
催
し
ま
す
。 

 

説
明
会
は
、
事
前
予
約
制
に
よ
り
、

各
回
と
も
定
員
に
な
り
次
第
、
受
付

を
終
了
し
ま
す
。 

▼
日
時
／ 

３ 

月
１
日
（
水
）、
17
日
（
金
） 

〇
午
前
10
時
～
正
午 

主
に
課
税
事
業
者
向
け 

〇
午
後 

２ 

時
～
４
時 

主
に
免
税
事
業
者
向
け 

▼
会
場
／
最
上
総
合
支
庁 

▼
そ
の
他
／
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
関

す
る
詳
し
い
情
報
は
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
よ

り
確
認
く
だ
さ
い
。 

    

▼
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／ 

新
庄
税
務
署
法
人
課
税
部
門 

☎
（
22
）
５
１
７
０ 

  

消
費
税
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

に
関
す
る
説
明
会 

 

防
災
行
政
無
線 

メ
ー
ル
登
録
の
お
願
い 

 

防
災
行
政
無
線
の
メ
ー
ル
登
録
を

し
て
い
た
だ
く
と
、
町
外
に
い
て
も

放
送
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
ぜ
ひ
登
録
を
お
願
い
し
ま
す
。 

▼
配
信
内
容
／ 

・
行
政
情
報 

 

・
防
災
気
象
情
報 

・
火
災
情
報 

 

・
鳥
獣
被
害
情
報 

▼
登
録
方
法
／ 

１
．
左
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
読
み
込
み 

   

２
．
空
メ
ー
ル
を
送
信 

３
．
届
い
た
メ
ー
ル
か
ら
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を

選
択
し
登
録 

４
．
利
用
規
約
の
確
認
と 

配
信
カ
テ
ゴ
リ
の
選
択 

５
．
入
力
内
容
を
確
認
し
登
録 

 
 

そ
の
後
登
録
完
了
の
メ
ー
ル
が

届
き
ま
す
。 

▼
問
い
合
わ
せ
／ 

舟
形
町
住
民
税
務
課
危
機
管
理
室 

☎
（
32
）
０
１
５
５ 

防災行政無線（戸別受信機）の電池交換のお願い 
戸別受信機を更新してから３年が経過します。各家庭に設置している戸別受信機

の電池を長年入れたままにしておくと、電池からの液漏れで受信機の故障の原因に

なります。故障を防ぐためにも、年に一度は電池交換をしてください。 

※電池の交換については、「防災行政無線個別受信機の使い方」を確認してください。 

▼問い合わせ／舟形町住民税務課危機管理室 ☎（32）0155 

令和５年度 

舟形町学童保育所利用申請受付について 

▼対  象／舟形小学校に就学している児童で労働等により昼間に保護者がいない方 

▼開所時間／平日 放課後～午後６時 

      土曜日、長期休業、学校代休日 午前８時～午後６時 

▼閉 所 日／日曜日、祝日等 

▼利 用 料／日額 300円（月 3,000円上限） 

▼提 出 先／舟形町学童保育所（舟形小学校１階） 

▼〆  切／３月３日（金） 

▼申込み・問い合わせ／舟形町教育課学事係 ☎（32）2379 

           舟形町学童保育所 ☎（32）2126 



                               

                               

                               

                               

                               

 

仙
台
国
税
局
で
は
、
バ
イ
タ
リ
テ

ィ
ー
あ
ふ
れ
る
国
税
専
門
官
を
募
集

し
て
い
ま
す
。
国
税
専
門
官
は
、
国
の

財
政
を
支
え
る
重
要
な
仕
事
を
担

い
、
税
務
署
等
に
お
い
て
、
調
査
・
徴

収
・
検
査
や
指
導
な
ど
を
行
う
税
務

の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
で
す
。 

▼
受
験
資
格
／ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方 

１
．
平
成
５
年
４
月
２
日
～
平
成
14

年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方 

２
．
平
成
14
年
４
月
２
日
以
降
生
ま

れ
で
、
次
に
掲
げ
る
方 

 

①
大
学
を
卒
業
ま
た
は
令
和
６
年

３
月
ま
で
に
大
学
卒
業
見
込
み

の
方 

 

②
人
事
院
が
①
に
掲
げ
る
方
と
同

等
の
資
格
が
あ
る
と
認
め
る
方 

▼
申
込
み
／
国
家
公
務
員
試
験
採
用

情
報
Ｎ
Ａ
Ｖ
Ｉ
よ
り
申
込
み 

   

▼
申
込
み
〆
切
／
３
月
20
日
（
月
） 

▼
試
験
日
／
６
月
４
日
（
日
） 

▼
問
い
合
わ
せ
／ 

仙
台
国
税
局
人
事
第
二
課
試
験
研
修
係 

☎
０
２
２
（
２
６
３
）
１
１
１
１ 

人
事
院
東
北
事
務
局 

☎
０
２
２
（
２
２
１
）
２
０
２
２ 

国
税
専
門
官
採
用
試
験 

国民年金保険料の口座振替および 

クレジットカード納付のご案内 

現金で国民年金保険料を納付している方へ、日本年金機構から、令和５年１月下旬より「口座振替制度

とクレジットカード納付制度のお知らせ」が順次発送されています。 

口座振替納付を利用すると、金融機関等へ行く手間が省け、納め忘れもなくります。保険料が割引される

前納（前払い）も利用できます。 

 前納制度を希望される場合は、日本年金機構から送付される申請書に必要事項を記入し、令和５年２月末

（必着）まで申請をしてください。 

 

〇お知らせについては次の対象者に発送されています 
・口座振替納付およびクレジットカード納付を利用していない方のうち、 

未納がない方または直近３ヵ月のみ未納の方 

・令和４年 10月分の保険料を前納により納付している方 

▼問い合わせ／新庄年金事務所 ☎(22)2050 

 

農地の転賃(又貸)は禁止されています 
 農地（田・畑・採草放牧地）を借りている耕作者が所有者の許可を得ず、転賃（又貸）をすること 

は、農地法第３条２項６号にて禁止されています。また、法律の規定により、違反者には厳しい罰則 

が適用される場合もあります。 

 耕作者が変わる場合は、農業委員会にて所定の手続きを踏むことにより変更が可能です。 

詳しくは問い合わせください。 

 

▼問い合わせ／舟形町農業委員会  ☎（32）0947 

や
ま
が
た
合
同
企
業
説
明
会 

 
 

 

２
０
２
４
の
ご
案
内 

 

令
和
６
年
３
月
に
大
学
等
を
卒
業

予
定
の
学
生
を
対
象
に
、
企
業
説
明

会
を
開
催
し
ま
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
対
策
を
十
分
に
実
施

し
て
行
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
参
加

く
だ
さ
い
。 

▼
日
時
／ 

３
月
14
日
（
火
）、
15
日
（
水
） 

正
午
～
午
後
４
時
30
分 

▼
場
所
／
山
形
ビ
ッ
グ
ウ
イ
ン
グ 

▼
内
容
／
企
業
に
よ
る
学
生
へ
の
業

務
内
容
説
明 

▼
参
加
企
業
／
両
日
100
社
ず
つ 

▼
対
象
／
令
和
６
年
３
月
に
、
大
学

院
・
大
学
・
短
大
・
高
専
・
専
門
学
校

を
卒
業
予
定
の
学
生
お
よ
び
そ
の
保

護
者
（
事
前
申
込
み
不
要
） 

▼
問
い
合
わ
せ
／ 

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
新
庄 

☎
（
22
）
８
６
０
９ 

 

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150313-02.html
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150313-02.html


                               

                               

                               

                               

                               

就労・生活ダイヤル集中相談会 
 新年度に向け、年度末で仕事を探している方や、生活や住まいについての相談がある方は相談ください。 

▼日 時／２月 28日（火）～３月３日（金） 午前 10時～午後５時 

▼相談内容／就労や生活、住まいに関する悩みや不安について 

▼申 込 み／事前申込み不要 

▼費 用／通話料、相談料無料 

▼問い合わせ／山形県求職者支援センター ☎0800（800）7867 

任期満了に伴い、４月９日に山形県議会議員選挙が執行される予定です。 

１．立候補届出予定者説明会および出納責任者説明会の開催について 

  山形県議会議員選挙（最上郡選挙区）の立候補届出予定者説明会および出納責任者説明会が次のとおり 

開催されます。 

 ▼日   時／３月７日（火）午前10時～ 

 ▼場   所／最上総合支庁５階講堂 

２．立候補届出受付について 

  山形県議会議員選挙（最上郡選挙区）の立候補届出受付が次のとおり行われます。 

 ▼日   時／３月31日（金）午前８時30分～午後５時 

 ▼場   所／最上総合支庁５階講堂 

３．選挙期日について 

山形県議会議員選挙（最上郡選挙区）が次の日程で行われます。 

▼選挙の告示／３月31日（金） 

 ▼投   票／４月９日（日） 

 ▼期日前投票／４月１日（土）～８日（土） 

▼問い合わせ／山形県選挙管理委員会最上地方事務局 ☎ （29）1206 

山形県議会議員選挙について 

町読み聞かせボランティア連絡協議会 

           新規会員募集 
 保育園、小学校、中学校、子育て支援センター「みらい」で子どもたちへの読み聞かせに興味はありませ

んか。年齢・性別・経験等は問いません。幅広い年代の方を募集します。 
 
▼内 容／絵本の読み聞かせボランティア（１クラスまたは１学年に対して読み聞かせ） 

       読む本については自由 

▼日 程／通年での活動（活動できる日だけでも可能です） 

ほほえみ保育園 月１回程度 午前９時45分～10時  

舟形小学校   毎週木曜日 午前８時15分～８時30分 

舟形中学校   毎週水曜日 午前８時10分～８時30分 

子育て支援センター「みらい」 年４回程度 

       ※保育園のみ、小学校のみなどの活動参加も可能です。 

▼そ の 他／事前に見学もできます。気軽に問い合わせください。 

▼問い合わせ／舟形町教育課社会教育係 

       ☎（32）2246 

児童手当の支払通知書について 
２月９日（木）は児童手当の支給日です。支給日と同日に送付している支払通知書を確認ください。 

▼申込み・問い合わせ／舟形町健康福祉課福祉係 ☎（32）0655 



令和４年度舟形町農林水産物燃油・肥料等高騰対策支援事業

（林業・水産業・その他農林水産事業者向け）実施のお知らせ

町では、燃油や肥料等の高騰により経済的な影響を受けている農林水産事業者を支援す
るため、地方創生臨時交付金を活用し、対象者に補助金を交付します。
ただし、国や県の事業により支援を受ける場合や町税等の滞納がある場合はのぞきます。

交付額／
（令和４年度に購入した燃油の購入金額 – 令和２年度に購入した燃油の
購入金額）÷ ２ または500,000円のいずれか低い額。
対象者／町内に住所を有する個人または法人で、木材を出荷販売または林

業関係事業を行なっていること。

林業

交付額／
（令和４年度に購入した燃油および飼料の購入金額 – 令和２年度に購入
した燃油および飼料の購入金額）÷ ２ または500,000円のいずれか低
い額。

※飼料は令和元年度との比較でも可

対象者／町内に住所を有する個人または法人であり、出荷または自ら販売
を行なっている水産事業者であること。

水産業

交付額／
（令和４年度に購入した燃油および飼料の購入金額 – 令和２年度に購入
した燃油および飼料の購入金額）÷ ２ または500,000円のいずれか低
い額。

※飼料は令和元年度との比較でも可

対象者／町内に住所を有する個人または法人で、出荷または自ら販売を
行なっている農林水産事業者。

例）そば刈取組合、養鶏・養鴨事業者、花き等の生産を行うために相当
程度の燃油を使用している農業者 等

その他
農林
水産
事業者

〇申込み／
次の書類を持参ください。※申請書等は農業振興課で準備しています。

・令和２年度の燃油・飼料の購入金額のわかる書類（購入伝票、決算書等）
※飼料は令和元年度でも可

・令和４年度の燃油・飼料の購入金額のわかる書類（購入伝票、決算書等）
・補助金を振り込む通帳
・林業、水産業等、その事業を行なっていることのわかる書類（出荷伝票等）
※令和２年度、令和４年度の年度は、各事業者の事業年度（１月１日～12月31日など）
または町の会計年度（４月１日～翌年３月31日）のどちらかを選択することができます。

〇〆切／３月20日（月）

〇問い合わせ／舟形町農業振興課農政企画係 ☎（32）0947



                           

                           

                           

                           

                           

自宅や団体（企業・施設・町内会など）へのマイナンバーカードの出張申請受付を実施しています 

役場への来庁が難しい方を対象に、自宅や団体等で用意した場所でのマイナンバーカードの申請受付を 

実施します。職員が訪問し、書類の確認や顔写真の撮影を行います。 

できあがったマイナンバーカードは郵送（本人限定受取郵便または簡易書留）で受取ることができます。 

 

 

 
 

▼対 象 者／舟形町に住民登録があり次の①、②を満たす方 
①申請日から約２ヵ月以内に住所異動（転出）の予定がない方 
②これまでにマイナンバーカードの申請をしたことがない方 

▼実施日時／平日 午前９時～午後４時（要相談） 
▼必要なもの／訪問時に確認します。 

・本人確認書類（Ａ１点またはＢ２点） 
Ａ 運転免許証、パスポート、在留カード、身体障がい者手帳など 
Ｂ 健康保険証、介護保険証、医療受給者証、母子手帳、年金手帳、学生証など 

・通知カード（紛失の場合はご連絡ください）、住民基本台帳カード（お持ちの方） 
・暗証番号記載票（こちらで準備します） 
※暗証番号はあらかじめ決めてきていただくとスムーズに進みます。 

▼利 用 料／無料 
▼申 込 み／住民税務課住民係へ電話で申込みください。（完全予約制） 
▼そ の 他／・当日は申請者本人（15歳未満の方および成年被後見人の方は法定代理人とともに） 
        がいない場合は申請できません。（代理人不可） 
       ・詐欺や不審な電話に注意ください。町民の方からの要請を受けずにマイナンバー 

 カードの申請に伺うことはありません。 
▼問い合わせ／舟形町住民税務課住民係 ☎（32）0211  

 

最大 20,000円のマイナポイントを受取るには、 
２月末までマイナンバーカードの申請が必要です。 
) 

マイナンバーカードの申請および 

受け取りのための延長窓口を開設します 

平日の開庁時間内にマイナンバーカードの申請や受取り

ができない方のために延長窓口を開設します。 

▼開 設 日 時／２月13・20・27日 

       ３月６・13・20・27日 

  ※すべて月曜日、午後７時まで 

▼開 設 場 所／舟形町住民税務課①番窓口 

▼持 ち 物／〇マイナンバーカード申請の方 

・二次元コード（QR コード）付交付申 

請書または個人番号カード交付申請書 

      ・通知カード 

※交付申請書や通知カードを紛失された 

方は窓口に申し出ください。 

〇マイナンバーカード受け取りの方 

・交付案内ハガキに必要書類を明記して 

いますので確認ください。 

※いずれも免許証等の本人確認書類が必要です。 

（写真付のものでない場合は住所が確認できる公的 

な本人確認書類と診察券など２つ以上が必要です。） 

▼注 意 点／必ず本人がお越しください。 

▼問い合わせ／舟形町住民税務課住民係 ☎（32）0211 

 

健康保険証としての利用申込み・ 

公金受取口座の登録でポイントがもらえます 

▼問い合わせ／ 

・舟形町総務課デジタルファースト推進室 ☎(32)0818 

午前８時 30 分～午後４時 30分（平日）※要予約 

・長沢集学校 ☎（29）8255 

午前 10 時～午後７時 

持っているスマートフォンがマイナンバーカードの読

み取りに対応していない・操作方法が分からない場合

は、役場や長沢集学校で手続きができます。 

手続きには一人あたり１時間ほどかかることもありま

す。ご希望の方はあらかじめ連絡ください。 

マイナポイントについては事業ホームページまで

→ 

▼持 ち 物／ 

・マイナンバーカード 

・マイナンバーカードの数字４桁のパスワード 

・ポイントを付与するキャッシュレス決済サービスの 

「決済サービスＩＤ」と「セキュリティコード」 

・口座情報（公金受取口座の登録をされる方のみ） 

長沢集学校では土・日・祝日も 

申請受付をしています！ 



山形県委託事業〈マイナンバーカード　出張申請サポート事業〉

マイナンバーカード 「QRコード付き
　交付申請書」を
持ってお越しください

出張申請サポート
開催！！マイナンバーカード申請を

お手伝いします！

※マイナンバーカードは交付通知書（はがき）が届きましたら、
　指定された市町村窓口でお受け取りください。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

※開催施設に併記しているイベントの中、又はその付近で実施しています。

申請受付は、各会場申請時間終了の30分前までです。

・無料で顔写真の撮影も行います
・マイナポイント制度の説明も行います
・病気や障がいがある方の代理申請手続きの説明も行います

マスク着用等の
感染予防対策に

ご協力をお願いします

開催施設 開催日 申請時間

1

2

3

4

5

6

7

8

令和5年1月27日 （金）

令和5年1月29日 （日）

令和5年2月18日 （土）

令和5年2月19日 （日）

令和5年2月24日 （金）

令和5年3月18日 （土）

令和5年3月19日 （日）

令和5年3月24日 （金）

11：00～16：00

12：30～15：00

11：00～14：00

12：30～15：00

11：00～16：00

12：00～16：30

12：00～16：30

11：00～16：00

霞城セントラル「Happy Friday in 霞城セントラル」

山形県総合運動公園総合体育館（山形ワイヴァンズホームゲーム）

やまぎん県民ホール 1階 共有スペース

山形市総合スポーツセンター第一体育館（山形ワイヴァンズホームゲーム）

霞城セントラル「Happy Friday in 霞城セントラル」

三川町 なの花ホール（学生・UIJターン　山形県庄内就職説明会）

三川町 なの花ホール（学生・UIJターン　山形県庄内就職説明会）

霞城セントラル「Happy Friday in 霞城セントラル」

山形県行政書士会 電話 023-642-5487　FAX 023-622-7624
〒990-2432　山形市荒楯町一丁目 7番 8号

事前申込みは不要です。

・QRコード付き交付申請書
・本人確認書類（運転免許証 等）
をお持ち頂ければスムーズに申請できます。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健事業のお知らせ 

保健センターだより 

◇乳幼児健診および講座◇ 

◇健康相談◇ 
 

≪定期健康相談≫  

時間：午前９時～正午 

一般健康相談（血圧測定、健診結果、こころの相談等）を

行います。ご相談の方は健康福祉課③番窓口へお越しくださ

い。来庁できない方は、電話相談も可能です。 

≪妊婦さんとお母さんの定期健康相談≫  

時間：午前 10時～正午 

母子健康手帳の交付、育児相談、お子さんの身体計測等に

よる発育・発達相談、妊婦さんと子育て中のお母さんの心と

身体の個別相談を行います。ご相談の方は福祉避難所「てと

て」へお越しください。保健師と助産師が対応します。 

◇お知らせ◇ 

「乳幼児健診・歯科健診等日程表」および「母子保健事業」

については、日程が決まり次第町ホームページ、令和５年

度健康カレンダーでお知らせします。 

▼問い合わせ／舟形町健康福祉課地域保健係 ☎（32）0810 

相談日:３月６日（月）、20 日（月） 
 

悩みは１人で抱えず、声に出すことが大切です。自殺対策強化月間に合わせて、

全国共通の電話相談窓口を設置し相談を受付けています。お気軽にご利用ください。 

▼相談時間／午前９時～正午、午後１時～５時（土・日・祝日をのぞく） 

▼相談窓口／①こころの健康相談統一ダイヤル ☎0570
おこなおう

（0 6 4
まもろうよ

）556
こころ

 

      ②心の健康相談ダイヤル ☎023（631）7060 

 

▼ＬＩＮＥ／こころの健康相談＠山形 

▼相談受付／午後６時 30分～10時（年末年始をのぞく） 

▼相談内容／こころの健康の関する相談（つらい、苦しい、気分が沈むなど） 

▼利用方法／LINEアプリで登録してください。 

▼登録方法／①「友だち追加」の検索でＩＤ【＠950wtmqh】を検索して追加 

      ②ＱＲコードより登録 

※フェイスタオルは、歯科健診時に頭の下に敷いて使用します。 

月日 健診名 対象年齢 受付時間 集合場所 持ち物 

３月14日（火） 
産後ママのストレッチ講座 

※要事前申込み 

産後１年くらいまでの 

産婦さんとお子さん 

午前 ９時50分～ 

10時 

福祉避難所 
「てとて」 

バスタオル１枚、ミルク、オムツ等 

〇動きやすい服装でお越しください 

３月16日（木） 
歯科健診 

フッ素塗布 

平成30年９～11月生 

平成31年３月生 

令和元年６～８月生 

午後 １時～ 

   １時30分 

歯の健康手帳、仕上げ磨き用歯ブラシ 

フェイスタオル※ 

３月22日（水） 
育児プレスタート講座 

※要事前申込み 

令和５年５～８月 

出産予定の妊婦さんと家族 

午前 ９時50分～ 

10時 
母子手帳、筆記用具、水分補給用の飲み物 

 


